
資料番号１

○諮問案件３８ 公的年金所得に係る個人の町民税・県民税の特別徴収事務関連

（保険年金課 → 税務課）

○諮問案件３９ 公的年金所得に係る個人の町民税・県民税の特別徴収事務関連

（保険年金課 → 税務課）

○諮問案件４０ 公的年金所得に係る個人の町民税・県民税の特別徴収事務関連

（高齢介護課 → 税務課）

○個人情報取扱事務登録簿 （№130300-001 国民健康保険料賦課決定事務）

○個人情報取扱事務登録簿 （№130300-033 後期高齢者医療事務）

○個人情報取扱事務登録簿 （№130500-015 保険料賦課・徴収事務）

○個人情報取扱事務登録簿 （№120500-007 町県民税賦課事務）

○参考資料 ・前年度に行った同一内容の諮問の答申（写）

・平成22年度公的年金データ取り込み結果



条例第９条第１項第４号の規定に基づく目的外の利用、提供に関する諮問案件

及び第２項ただし書の規定に基づく本人通知省略の諮問案件

（個人情報保護制度運営審議会諮問用）

案件番号 ３８

課 等 名 保険年金課

個

人 個人情報取扱 国民健康保険料賦課決定事務

情 事 務 の 名 称

報

保 対 象 と な る 世帯主

有 個 人 の 類 型 （公的年金等所得に係る個人の町民税・県民税の納税義務者のうち、

課 老齢等年金給付（年額１８万円以上）の支払を受けている６５歳以

等 上の者で、介護保険料の特別徴収対象である者）

利用・提供す 上記対象者の国民健康保険料特別徴収対象額

る記録の名称

利 用 ・ 提 供 先 税務課

取扱目的以外に利用・提供する理由（その必要性や本人から収集しない理由など）

地方税法の規定により、公的年金等からの個人町・県民税特別徴収が平成２１年度から実

施されております。

この特別徴収の対象者は、地方税法第３２１条の７の２第１項及び同法施行令第４８条の

９の１１第３項により、主に上記の「個人の類型（介護保険料の特別徴収対象者）」に示さ

れたものとなっています。

また、この対象者に該当し、公的年金等特別徴収の「税額決定通知書」を送付した場合で

も、各支払期における介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の各特別徴収額

と所得税の源泉徴収額の合計に、個人町・県民税特別徴収額を加算した額が、公的年金等（特

別徴収の対象となる年金は老齢等年金）の支払額を上回る場合は、特別徴収義務者から中止

の処理結果が町に通知され、特別徴収から普通徴収へ変更した「税額変更通知書」を再送付

することとなります。（納税義務者にとっては混乱の原因となると思われます。）

そこで、当初の「税額決定通知書」の発送段階において、介護保険料特別徴収対象者であ

るかどうか、個人町・県民税を加算した徴収額が支払額を上回るかどうかを可能な限り税務

課が事前に判断し、年度途中での変更がないようにすれば、納税義務者の混乱を最小限に抑

えることができると考えます。

平成２１年度及び平成２２年度においては、審議会の答申を受け、同様の目的外利用を行

っておりますが、昨年の諮問（諮問番号３５）に対する答申に基づき、平成２３年度以降の

目的外利用に関して、再度諮問するものです。

条例第９条第２項の規定による本人通知

□ す る

■ しない（理由） 税務課が対象者情報を入手（５月２５日まで）してから、納税通知

書を発送（６月１０日前後）するまでが約２週間という短期間であり、その間に当課が該当

者に本人通知を行うのは事務処理のうえで物理的に困難であり、また本人に対しても無用な

煩わしさを感じさせるため。

案件番号の欄は、諮問の際に通し番号を付けるので、記入しないこと。



条例第９条第１項第４号の規定に基づく目的外の利用、提供に関する諮問案件

及び第２項ただし書の規定に基づく本人通知省略の諮問案件

（個人情報保護制度運営審議会諮問用）

案件番号 ３９

課 等 名 保険年金課

個

人 個人情報取扱 後期高齢者医療事務

情 事 務 の 名 称

報

保 対 象 と な る 後期高齢者医療制度の被保険者

有 個 人 の 類 型 （公的年金等所得に係る個人の町民税・県民税の納税義務者のうち、

課 老齢等年金給付（年額１８万円以上）の支払を受けている６５歳以

等 上の者で、介護保険料の特別徴収対象である者）

利用・提供す 後期高齢者医療保険料特別徴収対象額

る記録の名称

利 用 ・ 提 供 先 税務課

取扱目的以外に利用・提供する理由（その必要性や本人から収集しない理由など）

地方税法の規定により、公的年金等からの個人町・県民税特別徴収が平成２１年度から実

施されております。

この特別徴収の対象者は、地方税法第３２１条の７の２第１項及び同法施行令第４８条の

９の１１第３項により、主に上記の「個人の類型（介護保険料の特別徴収対象者）」に示さ

れたものとなっています。

また、この対象者に該当し、公的年金等特別徴収の「税額決定通知書」を送付した場合で

も、各支払期における介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の各特別徴収額

と所得税の源泉徴収額の合計に、個人町・県民税特別徴収額を加算した額が、公的年金等（特

別徴収の対象となる年金は老齢等年金）の支払額を上回る場合は、特別徴収義務者から中止

の処理結果が町に通知され、特別徴収から普通徴収へ変更した「税額変更通知書」を再送付

することとなります。（納税義務者にとっては混乱の原因となると思われます。）

そこで、当初の「税額決定通知書」の発送段階において、介護保険料特別徴収対象者であ

るかどうか、個人町・県民税を加算した徴収額が支払額を上回るかどうかを可能な限り税務

課が事前に判断し、年度途中での変更がないようにすれば、納税義務者の混乱を最小限に抑

えることができると考えます。

平成２１年度及び平成２２年度においては、審議会の答申を受け、同様の目的外利用を行

っておりますが、昨年の諮問（諮問番号３６）に対する答申に基づき、平成２３年度以降の

目的外利用に関して、再度諮問するものです。

条例第９条第２項の規定による本人通知

□ す る

■ しない（理由） 税務課が対象者情報を入手（５月２５日まで）してから、納税通知

書を発送（６月１０日前後）するまでが約２週間という短期間であり、その間に当課が該当

者に本人通知を行うのは事務処理のうえで物理的に困難であり、また本人に対しても無用な

煩わしさを感じさせるため。

案件番号の欄は、諮問の際に通し番号を付けるので、記入しないこと。



条例第９条第１項第４号の規定に基づく目的外の利用、提供に関する諮問案件

及び第２項ただし書の規定に基づく本人通知省略の諮問案件

（個人情報保護制度運営審議会諮問用）

案件番号 ４０

課 等 名 高齢介護課

個

人 個人情報取扱 保険料賦課・徴収事務

情 事 務 の 名 称

報

保 対 象 と な る 保険料賦課・徴収者

有 個 人 の 類 型 （公的年金等所得に係る個人の町民税・県民税の納税義務者のうち、

課 老齢等年金給付（年額１８万円以上）の支払を受けている６５歳以

等 上の者で、介護保険料の特別徴収対象である者）

利用・提供す 介護保険料特別徴収対象額

る記録の名称

利 用 ・ 提 供 先 税務課

取扱目的以外に利用・提供する理由（その必要性や本人から収集しない理由など）

地方税法の規定により、公的年金等からの個人町・県民税特別徴収が平成２１年度から実

施されております。

この特別徴収の対象者は、地方税法第３２１条の７の２第１項及び同法施行令第４８条の

９の１１第３項により、主に上記の「個人の類型（介護保険料の特別徴収対象者）」に示さ

れたものとなっています。

また、この対象者に該当し、公的年金等特別徴収の「税額決定通知書」を送付した場合で

も、各支払期における介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の各特別徴収額

と所得税の源泉徴収額の合計に、個人町・県民税特別徴収額を加算した額が、公的年金等（特

別徴収の対象となる年金は老齢等年金）の支払額を上回る場合は、特別徴収義務者から中止

の処理結果が町に通知され、特別徴収から普通徴収へ変更した「税額変更通知書」を再送付

することとなります。（納税義務者にとっては混乱の原因となると思われます。）

そこで、当初の「税額決定通知書」の発送段階において、介護保険料特別徴収対象者であ

るかどうか、個人町・県民税を加算した徴収額が支払額を上回るかどうかを可能な限り税務

課が事前に判断し、年度途中での変更がないようにすれば、納税義務者の混乱を最小限に抑

えることができると考えます。

平成２１年度及び平成２２年度においては、審議会の答申を受け、同様の目的外利用を行

っておりますが、昨年の諮問（諮問番号３７）に対する答申に基づき、平成２３年度以降の

目的外利用に関して、再度諮問するものです。

条例第９条第２項の規定による本人通知

□ す る

■ しない（理由） 税務課が対象者情報を入手（５月２５日まで）してから、納税通知

書を発送（６月１０日前後）するまでが約２週間という短期間であり、その間に当課が該当

者に本人通知を行うのは事務処理のうえで物理的に困難であり、また本人に対しても無用な

煩わしさを感じさせるため。

案件番号の欄は、諮問の際に通し番号を付けるので、記入しないこと。



第1号様式 (算3条関係)

個 人 情 報 取 換 事 務 登 録 寿  ャ

機 阻  名 町 景      ' 部  名 健康福祉部  1登 録書号 1 130300-014

登策年月日 平成Ⅲ2年 4月 Ⅲ日 開始年月自 年  月  日 1交夏年月日1   年  月  日

登録主管撰等 保険年金擦

所 管 漂 等 保険与金腺

田人41翌

職扱事務

名 称 国民健康保険料賦課決定事務

績

　

要

目 的
国民健康保険料の藤漂決定に関する事務

根 躍 法 令 等

日大情報配姿おヽら模索し41る田大の鯨型 粧保険者                 の 個人情報

使 用 す る 主 な

何 人 情 霞 記 録

(文書好の名務 件 名〉

1 国 民健康保険世帝台18 2 督 定 決 定醸限リス ト

3 4

S 6

個

人

情

報

の

項

目

名

と求的項 目 め'め 供況 承 腹 庄 活 枕 会 生 活 受注 収 入 抽 項目
口翔 !認

B氏 名

■陽 け

日生年月日 鞘
日倒軒 埼 騒号
日本密 織
日醸

日補

日担燎 結歴
日陣宮
日引糊
日常櫛
□その他
(      )
(      )
(      )

□観離
日騒
日榔
8居食‖】

酷
口その他

(                   〉

(                   〉

□学嗅 鑑

日藤  髄
日地位
日貫格
□藤 納

日RIS
口その地
(     〉

日☆霞状況
口峡 餌

B帥
日聴 1擬

日そり他
(     )
(     )
(     )

日親  菫
日相鵬
日霞写エ
Bそり他
(     )
(                )
(                )

(                )

旧大情報を取り扱う目的 藤際決定を正確に行うため

思 想  信 祭 等 の

何 人情 報 の政援 い

□有 口思想 信 祭及び宗壊
□人を及び民族
口犯罪匿
口そ0日刑 燎と耽おモ愉お3=g

口森

取
扱
根
埋
帯”　　　綿

法

ｒ
ｔ

客

日

　
　

　

　

□

〕
)

角 4Fl

第 0無

先

法

集

方

人

び

固

及 F口&鞍畿瑠格議試暑認繍軸緩動案 例

第8条

コ文書 □ 日頭 日 その他 ( )

を
囲

報

範る

情

す

人

用

個

利

コ所官凝等のみ
□猛官擦帯以外 露 等名 )

発 例

第 0案供
び

名

提

及
目降帥中

人

る

供

日

す

握

口国 口 都道府県 口 他の市町村  □ 企条
口IE■48日 日 その他(

口家族  □ 他の担人

)

〔,日 る〕

機

嶺

算

有

計

の

子

理

電

処 鴻
控

イ

る力
よ

オ

に

口有

□無

日有 (=に会を■       )

日籍

祭 例

第10察

白 考



(継統用4R)

個 人 '情
報 取 扱 事 務 書 祭 jl

機 関  名 町 長       1都   名 健康福社都 登録書号 1 3 0 3 0 0 - 0 1 4

日人情報ヨ塩から検索し需も壇人の壊型 世帝主                   の 個人情報

使 用 す る と な

個 人 情 報 配 般

(文書等の名称 件 名)

1 国 民健康保険世市台伝 2 旨 定 決 定風腺リス ト

3 4

5 6

個
人
情
報

の
項
目
名

基 本 的 IR目 心身のは況 察 ほ 生 活 社 会 生 活 資獲  収 入 そ胸 頂B
日鋤 1紛

口氏名
口陽 ,
口期 自 年け
日倒所 韓
口お輸 和 田地
口薗

哺

団襲 病国
口障害
口勢糊
嚇
□その他
(    )
(    )
(    )

日領劇対係
日壊姻ほ
日鞭

醐

醸

日そr2t

(       )

(       )

日撃  範
臼球  軽
日糊立

口翔号
□茂ほ F電

口■■
日その他
(      )

■資産状況
E I財胡

□棚 糊

日取:1服

日そり枯
(     )
く     )
(     )

日8島 要望
日樹納 客
口臨

口その世

(     )
(     )
(     〉
(     )

個人情報を取り援う目的 成擦決定を正確に行うため

思 想  侶 兵 等 の

個 人情 報 の敏 扱 い

日有 □思想 信 案及び求牧
□人権及び民族
口犯罪歴
□そ0増基本的六ほを出なうおモヽのある,1

口無

取
扱
根
援

帯

申
　
　
　
車

法

ｒ
ｔ

奉

口
　
　
　
　
□

〕
)

費 例

窮6条

完

ま

泉

方

人

び

電

エ

臥
召鍛犠弓培縛電:蔚斜品輯

〕
〕条 fl

第 8祭

口文書 口 口頭 □ その他 ( )

を

囲

報
範る

情

す

人

用

電

利

口所管擦等のみ
□所管擦事以舛 (採等名 )

条 例

第0祭供

び

名

担

及

自離帥中

人
る

供

個

す

理

ロロ  ロ 都道府県  □ 他の市町村
□報道機関 口 その他(

日企業  □ 家族  口 他の担大

)

〔,日 4t〕

機

無

メ

有

計

の

子

理

電

処

有

無

口

日

合

供発
提

イ

る力
よ

オ

に

□有 (毒題全志寛       )

日無

条 例

第10条

崎 考



第 1号様式 (営3条関係)

個 人 情 報 取 級 事 務 畳 録 舞

機 関  名 町 長      1 部  名 健康福祉言, 1登 録番号1 130300-0● 3

登録年月日 平成20年 4月 1日 開始年月日 平成20年 4月 1日  1変 更年月日十   年  月  日

登録主管課等 保険年金課

所 管 課 宰 保険年全課

個人情報

取扱事務

名 務 後期高齢者医療事務

概

　

要

目 的
後期高齢者医療保険芋業を実施するため

根 拠 法 令 専 高齢者の医環の確保に関する法律

個人情報記録から検盛し得る値大の頼型 後期高齢書医療刷度の萩保険者       の 値人情報

使 用 す る 主 な

個 人 情 報 記 録

(文書等の名称 件 名)

1 住 民基本台帳異動情報 2 町 民税漂税情報

3 身 体障害者手帳 4 保 険料収納情報

5 生 活保醸の異動情報 6 老 人保優受絡者台眠

個
人
情
報
の
項
目
名

基 本 的 項 目 心身の状況 家 庭 生 活 社 会 生 活 資産 収 入 その他の項目
日討湯‖静号

日氏名

日側

日生年月日 籍
日匂予 嚇 轄号
B縮 力範地
ロロ犠
日舗

E SEE病ほ
日略

口朗 棚

B痛神球規
Bその他
(     )
(     )
(     )

日観陶賂
日雛
口家醐
□目糊
□超味
日その他
(      )

(      )

口撃 雑

□職業 離

□期i

日受格

日成績 評□

口貸冊
Bその他
(      )

□資産状況

●嚇 鯛

日納税朗
■取51状況
日そ0他
(     )
(     )
(     )

□親 襲

日相談内容
日額写真
日その他
(     )
(     )
(     )
(     )

固人情報を取り扱う目的 後期高齢者医療事務を実施するため

思 想  信 炎 等 の

個 人情 報 の取 扱 い

□有 日思想 信 条及び宗教
日人種及び民族
□犯罪歴
□その他彗本的大揺を損なうおそれoある革環

口無

取
扱
根
拠

領

串
　
　
　
的

法

ｒ
ｔ

暮

□
　
　
　
　
□

〕
)

条 例

算 6条

個 人情 報 の収 集先

及 び 収 案 の 方 法 1貨盤曙翼薔更静哺□刊岩溝キ〕条 例

第 8条

口文書 ロ ロ頭 □ その他 ( )

を
囲

報

範る

情

す

人

用

個

利 )

口所管環等のみ
□所管課等以外 (課等名

条 例

第0条供

び

名

壊

及

目離帥申

人

る

供

個
す

提

□園  口 都道府県  コ 他の市町村  □ 企業  □ 醸族  □ 他の個人
口鋼 関 コ その他(神奈川県後期高節者屋策広親蓮合)

碩 目ち〕

上記 個 人情報の項目名すべて

機

無

算

有

計

の

子

理

電

処

コ有

□無 対
提

イ

るわ
よ

オ

に

有

案

□

口

(憲憲会整員       ) 条 例

第10無

備 考



算1号様式 (第3条関係)

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 碁

機 関  名 町 長      1 部  名 健康福祉部  1登 録番号 1 160S00-OⅢ 5

登録年月日 平成Ⅲ2年 4月 1日 開始年月日 年  月  日 1褒更年月日1   年  月  日

登録宝管課等 高齢介腹撰

所 管 課 筆 高齢介護課

個人情報

取扱事務

名 称 保険料賦課 徴 収草務

概 目 的
保険料賦課 徴 収のため

要 根 拠 法 令 等

個人情報配鎌から検索し得る個人の観型 保陵料蔵課 枚 収者             の 個人情報

使 用 す る 主 な

個 人 情 報 記 録

(文書等の名称 件 名〉

“ 保 険料合帳 2 特 徴回付情報依頼一覧表

● 特 徴対象者―境表 4 盟 定増減一覧表

5 更 工決路書 6 徴 収癖

個
人
情
報

の
項
目
名

基 本 的 項 目 心 身 の 状 況 家 庭 生 活 社 会 生 活 資産 収 入 その他つ項目
E調 !翻

日氏名

日はあr
コ堂年月日 年齢
口個予 電麟
日本額 本頼地
日日籍
口赫

□慣嬢 痢歴
□障害
D射 欄
□翻 況
日その他
(      )
(      )
(      )

日雛 齢
口婚姻歴
日舗 況
B鳳鞘
□超麻
□その他

(      )
(      )

口与装 学歴
日騎鶴 職屋
□lth

日賃格
Btt Pほ
□賞罰
日その他
(     )

口資自六拐
日収脚
□撤 拭況
口聴 1槻

口そり他
(
(
(

□意混 要望
□欄酸内容
□癖

Jその他
(岳塩澤蝦      )
(1姉   )
(                〉
(                )

値人情報を取り根う目的 保険料駅課 徴 収のため

思 額  信 条 等 の

個 人情 報 の 取 扱 い

□有 口思想 信 条及び宗教
日人穫及び民族
□犯罪歴
□子の地卦的嫌を損なう承れのある'環

日無

取
扱
根
拠

輸　
　
　
説

撻
燕　
　
議

〒

ｔ
陣

〕
)

条 例

第6条

値 人情 報 の収 集 先
及 び 収 集 の 方 法

餐拐第3余第3頂第2号(本人の同意)該当〕

発 麟

車
Ъ そ】札

σ

f崩

町村 晰 擦

n

口私

条 例

第3条
■文書 □ 日頭 日 その他 ( )

を

囲

報

範る

情

す

人

用

固

利

コ所管課等のみ
日所管課等以外 (擦等名 )

条 例

第9条供

び

名

提

及

目離帥姉

大

る

供

個

す

提

□国  日 都道府県 □ 他の市町村
田報道機関 日 その他(

□企業 □ 要族 □ 他の個人

)

〔京目る〕

機

祭

算

有

計

の

子

理

電

処

コ有

□無 端
提

イ

る力
よ

オ

に

口有 (書麓事を■      )

日無

条 例

第10条

者備



第 1号様式 (富3条関係)

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 婦

機 関  名 町長 部  名 総務部    陰 録番号 Ⅲ26500-00フ

登録年月日 平成 12年 4月 Eヽl 開,含年月日 平成Ⅲ2年 4月 ヽ日1変更年月日1   年  月  日

登い主管際筆 税務揮

所 管 課 寺 税務擦

IBttlra

取扱事務

名 務 町県民税嵐凛事務

概

　

要

目 的 町県民税の服操

4E拠 法 令 等 地方税法

電大情報配援から検凍し付る個人の類型 申告者                  の 個人市報

使 用 す る 主 な

何 人 tr報 記 盗

(文書等の名務 件 名〉

Ⅲ 申 告書台帳 2 特 別歓収8R税含IE

3 給 与支払報告各 (特徴 者 積) 4 公 的年金台tr

5 賠 与貫な母合tRる名与所需合R駒呂は■ 6 住 民税T~―タベース

個
人
情
機

の
項
目
名

基 本 的 項 目 じ身の状況 承 度 生 活 社 会 生 活 資産 収 入 つ 他の項目

E麟 !静

四氏名

日は場!
日生年月日 4rtS
コ倒テ 晏踏凛鮮腎
D鞭  報税
D目領
嚇

日健康 痛震
□庫=
D郵 糊
口瀬
口初 他
(    )

く    )
(    )

口観族剛束
日腿
口家族状況
日尉と私テ
砥
日その他
く     )
(     )

日業  鋼

日麟  鞭

B LE

8賢格
Bn厳 罰面
tn3賞観
0初 他
(     )

日資臣状況
口収入lt7
日納税状況
日取増1棋R
●その他

(け自研t 現ヽ
(
(

日意見 要望
口相販内容
口臨与=

Bそり他
(     )
(     )
(     )
(     )

田大4t報を取り鞍う目的
申告書 緒 与支払報告書 税 務署からの採税資料をヽとに適正な町県民税を

ば操するため。

思 恕  信 祭 等 の

日 人情 報 の取 扱 い

□有 口思趣 信 祭及び雰錬
口人控及び民族
0犯 罪歴
□そ0怪本臥をを冊 う無10ある写環

口府

取
扱
根
拠

特

中
　
　
　
駆

法

ｒ
ｔ

奉

□
　
　
　
　
□

〕
)

条 例

郵6条

先

法

集

方

人

び

個

及 ■醒犠ユ告徹麒動碑 折絹
〕

条 例

第3策
日文書 ロ ロ頭 日 その他 ( )

を

囲

報

歳

情

掬

人

用

個

利 )

コ所管擦尊のrt

□所管採守以外 (課等名

条 例

第0案供
び

名

提
及

目確帥弗

人

る

峡

日

す

提

口曰  臼 都道府県 口 lLの市町村
□題SL48関 口 その他(

□企禁  口 家族  臼 他の電人

)

です日も)

氏名 桂別 生年月日 年齢 住所 電軍番号 収入状況 操税様況

機

熊

算

有

計

の

子

理

電

処

日有
□無 環

担
イ

る力
よ

オ

に

□有 (着騒全8■      )

コ籍

条 例

第10崇

考的



〈継続用紙)

田 大 情 報 取 扱 事 務 登 録 寿

機 関  名 町 喪 部   名 登IR番号

榎人情報記申 一Jヤ耳十一―~~~一 ~~~~一
       の 個人情報

使 用 す る 主 な

値 人 情 報 配 鱗

(文書事の名称 件 名)

7 介 ほ保険料特別霞収対t霞リスト 8 国 民召日崎じ諄持窃村仰R村忠霞リスト

0 佳翔活B書に8保擦樹筋MPgリ スト 10

1 , 12

置

人

情

報

の
項

目

名
才

基 本 的 項 目 心身のは混 震 51生 活 社 会 生 活 安産 収 大 1妥丹協rg
口割 親

口酪

口樹

口生年月日 午い
E箇折 輸 臨号
日本騒 本田地

球

□褐庫 残ほ
□ほ書
□4M●
帥

肋
(    )

軸
暁
□誨

厳
日そのは
〈      )
(      )

貯
口齢

日,線 欄E
口費]
ロモの他
(     )

田大情報を取り扱う目的
々告書 絹 与支払報告i綿 務駒 小中 在●町県民税を
樹 Jる】コ

8を  ほ 兵 年 の

個人情報の取扱 い

日有 □思想 信 条及」泉敏
臼人fE及び民族

姉
日籍

取
基
根
援

□奪距会意見(

費 例

第0疑

先

法

朱

方

人

び

口

及

日本人以外 唖拠i英拐瞬B案第3,第    号 (

日程ゆH何"片
回転旗 口 柳 目大 日 急み他 (

日本人
彗〕

品行輸
ィ1

粂 例

第 B祭

コ文書 □ 0頭  □ その他 ( )

を

囲

撤

血る

特

す

人

用

御

利 )

口所管媒等のみ
日所管擦等以外 (課寺名

祭 餌

野0宗個 人 情 報 を 提 供
す る 範 囲 及 び

野

塾ぜ呼 F家
族
号l?母→

新
氏る 性別 竺年月日 年い、と所 電艦脅号 収入状況 課税状況

電 子 耕 Ⅲ 捜
処 理 _望と_生_賀ト

口有

一 幹
…
日態

条 例

罰 昧

備 者



平成 21年 12月 1日

寒川町長 山  上  貞  夫  標

冬川町鶴人情報保護稿度連告奉豊会

会  長    入   澤     =

町=の 所管する個人情報の目的外の利用、提供について (管申)

寒川町何人情報保護条例第 9条 第 1■第 4号 の規定に基づき、平成 21年 10月 2

7日付け寿構行第 77-1号 で話問 (着問毒号 35 36‐ 37)の ありましたほ配

のことについては、審議の結果、次のとお りとなりましたので答申します。

ll 平成 22年 度に限り、tt報を利用すること及び本人通知を省略することを露め

る。ただし、平成21年 度の実施状況 〈年間観宮)及 び平成22年 度の実施張況

(対象者装奪)を 本審議会に報告し、平成23年 度以降の利用に四しては再脂問

すること。



平成22年 度 時 取り捧

5月 21日 G)貿 旨◇0切 母薪卦

盟B梓駁8 373件

【囲  国 家公囲副町観雲去  (501)=   7件

地崎公逸員踏郵母雪(594)=   7杵

〕躍時碩員共菊輸含 (598)=    1件

中 く699)=    2件

申        (634)=   15件

魯勲母報拾 (685)=   1件

日本榔援為栃醍 闘 霜事団 (686)=   1件

跡 帥 申      (687)=   3件

韓            (700)=   6件

社会保倒庁 (999)=8 330件

突8理煙 徴野観藤薦色帳とのマッチンの 結果

突 台 力=8298件

-   75件  」 肉 槙類刃壊■1名 〈2141

t

諦

転出=49件

申 ‐ 15件

韓  9件

8-- 2件

0 -8 298メ 点 帥 こ対す罰」再開際碗琶=3 288名

リス「tl S― 死亡拘 蝉 脚 的 153」 好前に申

★ 0 288各 中  d長 野W● をされなし, 0名

("― ― d銅 500同 車 1租 48同 trt2抽 距 内 ゅ 1824●日)

0名を年金特樹から 手出て中■atを 行う.

Ｏ

③

◎

韓 Jと 3)286人

却 チ タA― IL

異動  8月 中止決定

e伊 戦野Dと なつ,こ

△277名 〈死亡19名  馬 出害4各 特別夢情2550

△ 17名 く死亡7各 適用翻外0よ 特別庫情4つ
△ 17岳 領亡7&転 出3名 EFB除外1つ

◎

9月中止決定

9月的

10月 H■じ宍建

118懐

12月 H■じ文定

串

じ鵠え瞬外 一

韓 より鋤
△  513銅 亡5名 0喫めめ 失権00

△ 58名 α亡8急 覇出1各 国3麟外3&崩 暁 46つ

△ 16名 σに 12ほ 毎刷事に4つ

△ 18名 碇 11色 特倒口構70

2 377名

穣 伸 ― ― 18-穂 醸 醸 軸 靖 〕




